
 
 
 
 
 
この記事の後、条例が成立し、「７月１日

から電話やFAXでの水道使用開始等の手続

きが可能になりました！」 

今回の条例の成立は、水道を入居者が水道局と直接契

約している物件には特に朗報です。 

これまで入居者は入居時の水道使用の際に、管轄の水

道局に印鑑と予納金を持って行く必要がありましたが、

今後は電話や FAX での申込受付が可能です。 
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